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第48条（自動運行装置） 

－1－ 

 （自動運行装置） 

第48条 自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有す

る軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。）には、自

動運行装置を備えることができる。 

２ 自動運行装置を備える自動車は、プログラムによる当該自動車の自動的な運行の安全

性を確保できるものとして、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合しなければな

らない。 

３ 法第75条の3第1項の規定によりその型式について指定を受ける自動運行装置は、当該

装置を備える自動車を前項の基準に適合させるものでなければならない。 

 

 


